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はじめに 

この検定試験（以下「筆記試験」という。）は、下記の「1.筆記試験受験資格のある者」を対象に、「補

償業務管理士研修及び検定試験実施規程（平成３年３月２８日理事会決定）、以下「実施規程」とい

う。」第 17条に基づき、実施するものです。 

１．筆記試験受験資格のある者 

① 今年度、共通科目研修又は専門科目研修を修了した方（平成 22年 7月 13日付け当協会補償

業務管理士試験委員会決定により、専門学校における補償講座の単位を取得した方で、共通科

目研修を免除される方を含む。以下同じ） 

② 令和３年度（筆記試験実施日は令和３年 10月 24日）又は令和４年度（筆記試験実施日は令和

４年 10月 23日）に共通科目研修若しくは専門科目研修を修了した方 

 

なお、総合補償部門の資格を取得しようとする者で、実施規程第 20 条第 2 項各号に該当する者は

筆記試験は免除されます。 

 （研修及び検定試験の免除）                                                           

第 20条 第 1項略 

２ 総合補償部門の研修及び検定試験の免除は、次の各号によるものとする。                 

 一 前項第１号に規定する公共用地取得実務経験者については、その申請により、第９条第１項ただし書に規

定する未登録部門に係る筆記試験及び口述試験を免除するものとする。     

 二 前項第２号に該当する者については、その申請により、第９条第１項ただし書に規定する未登録部門に係

る筆記試験及び口述試験を免除するとともに、総合補償部門の研修を免除するものとする。                                                                     

 

２．筆記試験に係る研修修了証書（共通科目及び専門科目） 

 の有効期限について 
 実施規程第 9 条第 2 項に定めるとおり、研修修了証書（共通科目及び専門科目）の有効期間

は 3 箇年となっております。（令和５年度（２０２３年度）発行分の研修修了証書を有する者は、

２０２５年に実施する筆記試験まで再受験可能です。） 

 過年度の受験者（再受験者）の受験機会は次表のとおりです。 

－表― 

初回研修年度 初回筆記試験年月日 筆記試験受験有効期限 

令和３年度発行分の 

研修修了証書を有する者 

令和３年（２０２１年） 

１０月２４日 

令和５年（２０２３年） 

１０月２２日に実施する筆記試験 

令和４年度発行分の 

研修修了証書を有する者 

令和４年（２０２２年） 

１０月２３日 

令和６年（２０２４年）に実施する 

筆記試験 

 

（検定試験の方法等） 

第 9条 検定試験は、協会の実施する研修を修了した者について、共通科目及び部門ごとに筆記試験及び口述

試験により行うものとする。ただし、総合補償部門の検定試験にあっては、これと併せて未登録部門に係る筆

記試験及び口述試験を行うものとする。 

２ 前項に定める研修は、当該研修修了証書の発行日から起算して 3 年を経過した日にその効力を失うものとす

る。 
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３．手続及び記載上の諸注意 

① 受験申込に際しては、所定の様式を使用して下さい。 
 

② 記入に当たっては、黒又は青インクのペン又はボールペンを用い、必ず楷書で記入して下さい。

特に、人名については、字を崩したりせず正確に記入して下さい。 

また、パソコン等による作成を認めますが必ず受験者本人が正確に入力して下さい。 
 

③ 提出書類に不備（記入漏れ、誤記等）又は偽りがあった場合には、受験失格となることがありますの

で、必ず受験者本人が記入して下さい。 

 

その他、申込書の記載方法は、７頁以降の「記載例」を参照し正確に記入のうえ、提出して下さい。 

 

４．申請に必要なコース別添付書類 

「受験申込書」(様式１)、「受験写真票」(様式２)・「受験票」(様式３)及び筆記試験結果通知のための

返信用封筒等に併せてコース別に下記の添付書類を提出して下さい。なお、「受験申込書」(様式１)

の表面をコピーしたもの二部を原本と一緒に必ず提出して下さい。 

コース別必要提出書類 

 
※①  被保険者証が「国民健康保険被保険者証」（船舶保険被保険者証はこれに含みません。）、「後期高齢者医療被保険者証」の場

合は、勤務先の代表者による国民健康保険被保険者証である理由、常勤している旨の証明書も添付してください。 

     また、 「健康保険被保険者証」の表面に勤務先名称の記載が無い場合は、現在の勤務先が確認できる「年金加入記録照会」を

一緒に提出してください。 

→ 「年金加入記録照会」(http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/) ※年金加入記録の全てが記載してある必要はありません 

なお、これらの写しについてはいずれも、保険者番号及び被保険者等記号・番号等に、読み取れないように塗りつぶし（マスキン

グ）を施した上で提出してください。 

 

② 平成 22年 7月 13日付け当協会補償業務管理士試験委員会決定により、専門学校における補償講座の単位を取得

した者で共通科目研修を免除される者は、「共通科目研修修了証書」（写し）に替え、「補償業務管理士検定試験（筆

記）の申請について」（別途案内）を添付のこと。 

 

③ 過年度の受験者で共通科目又は専門科目のいずれかの科目に合格している者のみ添付のこと。この場合、合格通

知書を添付した科目に係る研修修了証書（添付書類の①又は②）の添付は不要です。 

 

５．筆記試験各科目の出題内容と関係法令、基準、通達等の

適用時期との関係 
共通科目及び専門科目に係る各科目の筆記試験の出題内容は、令和４年１０月１日現在において

現に効力を有している関係法令、基準、通達等に係るものから出題されます。 

 コースⅠ コースⅡ コースⅢ 

申込書一式 

(各コース共通) 

・「受験申込書」(様式１)＋コピー２部、「受験写真票」（様式２)・「受験票」（様式３） 

・健康保険証（写し）※①←受験申込者の所属する会社等が後述の当協会の正会員

である場合のみ 

・試験結果通知用返信封筒(Ａ４サイズ（住所・氏名明記）／１４０円切手貼付） 

添付書類 

①「共通科目研修修了証書」

（写し）※② 

②「専門科目研修修了証書」

（写し） 

③「合格通知書」（写し）※③ 

①「共通科目研修修了証

書」（写し）※② 

 

①「専門科目研修修了証

書」（写し） 

②補償業務管理士登録証

の写し（総合補償部門受験

者のみ） 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/
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６．筆記試験の問題数等 

筆記試験の問題数は、共通科目は５０問、専門科目は各部門とも４０問です。解答時間は、共通科目 

１５０分、専門科目 １２０分です。 

ただし、総合補償部門については未登録部門（基礎的知識）について、各１５問、解答時間は未登録

部門１部門の者：４０分、同２部門の者：８０分、同３部門の者：１２０分、同４部門の者：１５０分です。 

 

７．筆記試験申込受付場所等 
申込受付は、令和５年８月１８日（金）から令和５年９月４日（月）（必着）までの期間内に

原則として受験者本人の勤務地を所管区域とする次表の当協会各支部で行います。 

受付期間後半は混み合いますので、お早めにお申込み下さい。 

 

注） ① 郵便等による申込は、９月４日（月）までに各支部に到着したものに限り受付けます。 

② 受験コース区分、受験する部門、受験地先変更（※）等がありましたら速やかに所属支部

に連絡のうえ、その指示に従って下さい。（連絡がない場合は、受験できないことがあります。） 

※ 受験地先は研修受講時の勤務地をベースとしているため、次のような場合はご連絡下さい。 

  イ 研修受講時以降に転勤があった場合 

  ロ 受験者の個人的理由により本来の受験地を変更する場合 

申込受付後の受験地先変更の申込は、９月２１日（木）までに該当支部に連絡があったもの

に限り受付けます。 

受験申込受付場所 勤務地 

〒060-0002  札幌市中央区北二条西 2-29-1 札幌ウィングビル 4階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 北海道支部 

      ℡ 011-232-3738   FAX 011-232-3728 

北海道 

〒980-0014  仙台市青葉区本町１－３－９ 第六広瀬ビル 7 階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 東北支部 

      ℡ 022-261-1935   FAX 022-261-4558 

青森県 岩手県 宮城県 

秋田県 山形県 福島県  

〒110-0005  東京都台東区上野 3-17-9 タイムビル２ 4階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 関東支部 

      ℡ 03-5818-7221   FAX 03-5818-7224 

茨城県 栃木県 群馬県 

埼玉県 千葉県 東京都 

神奈川県 山梨県 長野県 

〒950-0087  新潟市中央区東大通１－１－１５ 東大通りビル ６階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 北陸支部 

      ℡ 025-241-8303   FAX 025-247-2700 

新潟県 富山県 石川県 

〒460-0008  名古屋市中区栄 4-3-26 昭和ビル 612号 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 中部支部 

      ℡ 052-241-9779   FAX 052-252-5359 

岐阜県 静岡県 愛知県 

三重県 

〒540-0026  大阪市中央区内本町 1-2-6 パナシアビル 4 階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 近畿支部 

      ℡ 06-6949-0805   FAX 06-6949-0816 

滋賀県 京都府 大阪府 

兵庫県 奈良県 和歌山県 

福井県 

〒730-0012  広島市中区上八丁堀 3-6 第 2 ウエノヤビル 6階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 中国支部 

      ℡ 082-224-5970   FAX 082-224-5971 

鳥取県 島根県 岡山県 

広島県 山口県  

〒760-0066  高松市福岡町 3-11-22 建設クリエイトビル 4 階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 四国支部 

      ℡ 087-822-7265   FAX 087-822-8350 

徳島県 香川県 愛媛県 

高知県 

〒812-0012  福岡市博多区博多駅中央街 5-11 第 13泰平ビル 10階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 九州支部 

      ℡ 092-471-8808   FAX 092-471-6797 

福岡県 佐賀県 長崎県 

熊本県 大分県 宮崎県 

鹿児島県  

〒900-0021  那覇市泉崎 1-13-8 ハーモニー泉崎ビル 2階 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 沖縄支部 

      ℡ 098-869-8570   FAX 098-869-4044 

沖縄県 
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８．筆記試験の手数料及び納付方法 
 ① 正会員又はその他の「受験手数料」は、次表のとおりです。 

なお、受験者が現に勤務している事業所等が正会員でなくても、所属する会社の本社等が当協会

の正会員となっている場合には、正会員としての受験手数料の額となります。（この場合の会員番号

は、会員名簿に記載されている番号を用いて下さい。ただし、会員番号の頭に当協会支部の番号

を付している支部に申込みをする場合は、当該会員番号を用いて下さい。） 

コース別受験手数料一覧 
 

 コースⅠ コースⅡ コースⅢ 

正会員 その他 正会員 その他 正会員 その他 

共通科目 １５，０００ ３０，０００ １５，０００ ３０，０００ － － 

専門科目 １５，０００ ３０，０００ － － １５，０００ ３０，０００ 

合  計 ３０，０００ ６０，０００ １５，０００ ３０，０００ １５，０００ ３０，０００ 

注） ① 正会員とは当協会の正会員をいい、CPD会員は含まれません。 

② 1部門当りの受験手数料ですので、コースⅠ、コースⅢの方で専門科目を 2部門受験される方で正会員 

の方は 1５，０００円、その他の方は３０，０００円加算して下さい。なお、２部門受験される方の受験手数料一 

括振り込みも可能です。 

③ コースⅠの再受験の方は、再受験する科目のみの受験手数料となります。 

④ 受験手数料は消費税等を含んでおります。 

⑤ 交通費、宿泊費は含まれておりません。 

⑥ 申込後、受験を取り下げる場合は、速やかに申し込んだ支部あてに連絡し、必要な手続きをお取り 

ください。 

  ※受験手数料の返還（返還に伴う振込手数料は、受験者の負担となります。） 

1) 受験日の半月前まで         ８０％返還 

2) 上記 1)以後、受験日の一週間前まで  ５０％返還 

3) 上記 1)、2)以後           返還いたしません 

 

 ② 受験手数料は、ATM 機等（インターネットバンキング可）により、原則受験者の個人名で下記口座

に振り込み、その「利用明細書」等の（写）を「受験申込書」の裏面の所定の場所に貼付して下さい。

振り込みに際しては、当協会の正会員の方は、個人名の前に必ず会員番号を入力して下さい。 

（例：３－７ コウノ タロウ） 

振 込 先： 三菱 UFJ銀行本店 

預金種目： 普通預金 

口座番号： No.７６４９５１１  注）口座番号にご注意下さい。 

受 取 人： 一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 

所 在 地： 東京都港区虎ノ門２－３－２０ 虎ノ門 YHKビル ６階 

なお、振り込みに要する費用は、受験者の負担といたします。 

 

③ 受験手数料を数人分まとめて振り込む場合又は会社名で振り込む場合は、会社が正会員であれ

ば社名の前に会員番号を入力し、貼付する「利用明細書」等の（写し）の余白に該当者名を列記

するとともに、別途、当該利用明細書等の（写）を FAX（０３－３５９１－６６０７）にてお知らせ下さい。 

    ※協会本部試験事業部 ＴＥＬ ０３－３５９１－７７１１ （直通） 

 

④ 現金等による受験手数料の納付は受け付けません。 
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９.筆記試験日時 
筆記試験の時間割は、次表のとおりです。特に２部門受験を希望する方は同じ時間帯の部門(例

えば「事業損失部門」と「物件部門」)について受験(申込)できませんのでご留意下さい。 
 

試験日：令和５年１０月２２日（日） 

午  前 午    後 

９：１５～１１：４５ １２：４５～１４：４５ １５：００～１７：００ 

共 通 科 目 
土地調査部門 

事業損失部門 

物 件 部 門  

土地評価部門 

総合補償部門 

 機械工作物部門 

補償関連部門 営 業 補 償 ・ 

特殊補償部門 

なお、総合補償部門の試験時間は未登録部門数により次のようになります。 

１部門未登録者：４０分、２部門未登録者：８０分、３部門未登録者：１２０分、４部門未登録者：１５０分 

 

１０.筆記試験会場 
 

支部名 

（試験地） 
試 験 会 場 及 び そ の 所 在 地 

北海道 

（札幌） 

北海道経済センター（札幌商工会議所） 

札幌市中央区北１条西２丁目 

東 北 

（仙台） 

ＴＫＰガーデンシティ仙台 

仙台市青葉区中央１－３－１ AER（アエル）21階 

関 東 

(東京) 

ＣＩＶＩ研修センター日本橋 

東京都中央区日本橋室町４－１－６ 

北 陸 

（新潟） 

アートホテル新潟駅前 

新潟市中央区笹口１－１ 

中 部 

（名古屋） 

東海工業専門学校金山校 

名古屋市中区金山２－７－１９ 

近 畿 

（大阪） 

新梅田研修センター 

大阪市福島区福島６－２２－２０ 

中 国 

(広島) 

広島ＹＭＣＡ国際文化センター ２号館 4階 

広島市中区八丁堀 7-11 

四 国 

（高松） 

ホテルマリンパレスさぬき 

高松市福岡町２丁目３番４号 

九 州 

（福岡） 

（公財）福岡県中小企業振興センター 

福岡市博多区吉塚本町９－１５ 

沖 縄 

(那覇) 

沖縄県水産会館 

那覇市前島３丁目２５－３９ 

 

http://www.temmacenter.com/academia/access.html
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１１.筆記試験受験上の諸注意 
 ① 「受験票」（様式３）が、試験実施日の１週間前までに到着しない場合は、受験申込先（各支部）

へお問い合わせ下さい。 
 

 ② 受験当日は、必ず「受験票」を持参して下さい。 
 

 ③ 受験当日は、午前８時３０分から受付を開始しますので、試験開始１５分前までに（共通科目

及び総合補償部門：９時、専門科目：12 時 30 分、14 時 45 分）受付を済ませ着席して下さい。また、

遅刻をしないようお願いいたします。（試験開始後３０分経過した場合は、入室を認めません。） 
 

 ④ 受験中に使用できる用具は、鉛筆（ＨＢ又はＢ）、消しゴム、定規に限ります。 
 

１２.筆記試験の結果通知 
 筆記試験の結果は、１２月上・中旬を目途に本人自宅宛に郵送で通知いたします。 
 

１３.その他の注意事項 
① 筆記試験会場では、指定場所以外での喫煙はできません。 

② 筆記試験会場には、駐車場（自動車等）はありません。 

 

１４.既にＣＰＤ会員にご入会済みの皆様へ 
 補償業務管理士検定試験に合格し、新規に管理士となられた場合には、ＣＰＤ会員番号が変わりま
す。該当者にはＣＰＤ事務局より別途連絡いたします。 

なお、その変更に伴い、会員証変更手続き費用をご負担頂いております。ご理解頂きます様お願い

いたします。 

 詳細は、下記のＣＰＤ事務局へお問い合わせ下さい。 

 ＣＰＤ事務局 ＴＥＬ ０３－６２５７－３０６１ （直通） 

 Ｈ Ｐ  ： ＵＲＬ：https://www.jcca-net.jp/cpd/index.php 
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１５.記載例 

（様式 １） 

 

令和５年度 補償業務管理士検定試験（筆記試験）受験申込書 
 

コース区分 
 

コースⅠ コースⅡ 

（該当するコース区分に○を付すること）    

 

会長認印 
※ 

受付番号 
※ 

私は、補償業務管理士研修及び検定試験実施規程に基づき実施する共通科目の検定試験（筆記試験）を受験

したいので、下記のとおり申し込みます。 

令和５年８月２５日 

 

（氏 名）  甲 野 太 郎   

 

 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 

 会 長  清 水  郁 夫 様 

 

1 

ふりがな こうの たろう 
○男  

・ 

女 

年 

 

令 

満 

５２ 

才 

 

  （生 年 月 日） 

昭和 

   ４６年 ２月１３日 

平成 

氏 名 甲 野 太  郎 

2 

現住所 
 

(詳細に記入) 

〒１６９－００16                                    ★アパート、マンション名等まで記入 

東京都新宿区高田馬場一丁目 1 番 1 号 スカイマンション 201 号 

電話  ０３（ ３４２１）５６７８      e-mail／ T-kouno@yakomo.or.jp  

3 

所属会社等(現在所属している本社・支社・営業所等について記入して下さい。) 

名 称 新橋補償株式会社 電 話 03(2007)1212 

所在地 
〒１０５－０００３ 

東京都港区西新橋四丁目 6 番 1 号 

会員番号     ３    ７ 
補償コンサルタン

ト登録規程に基づ

く登録番号 
補０３第１２３４号 

4 共通科目研修修了証書の番号 共 研  ５ 第  ５６７８ 号 

① 「※」欄には記入しないで下さい。 

② 表面（この面）のコピーを２部取り、原本と一緒に提出して下さい。   ★会員の場合必ず記入 

共通科目 
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（様式 １） 

 

令和５年度 補償業務管理士検定試験（筆記試験）受験申込書 
 

コース区分 
 

コースⅠ コースⅢ 

★受験する部門名を記入する             （該当するコース区分に○を付すること）   

       

専門科目 土地評価 部門  

会長認印 

※ 

受付番号 

※ 

 

私は、補償業務管理士研修及び検定試験実施規程に基づき実施する専門科目の検定試験（筆記試験）を受

験したいので、下記のとおり申し込みます。 

令和５年８月２５日 

                                  

（氏 名）  甲 野 太 郎  

 

 

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 

 会 長  清 水  郁 夫 様 
 

1 

ふりがな こ う の た ろ う 
○男  

・ 

女 

年 

 

令 

満 

５２ 

才 

 

  （生 年 月 日） 

昭和 

   ４６ ２月１３日 

平成 

氏 名 甲 野 太  郎 

2 

現住所 
 

(詳細に記入) 

〒１６９－００16                                   ★アパート名、マンション名等まで記入 

東京都新宿区高田馬場一丁目 1 番 1 号 スカイマンション 201 号 

電話  ０３（３４２１）５６７８       e-mail／ T-kouno@yakomo.or.jp        

3 

所属会社等(現在所属している本社・支社・営業所等について記入して下さい。) 

名 称 新橋補償株式会社 電 話 03(2007)1212 

所在地 
〒１０５－０００３ 

東京都港区西新橋四丁目 6 番 1 号 

会員番号     ３    ７ 
補償コンサルタン

ト登録規程に基づ

く登録番号 
補０３第１２３４号 

4 専門科目研修修了証書の番号 H ・ R  ４土評 研 第 ３－１００ 号 

① 「※」欄には記入しないで下さい。 

② 表面（この面）のコピーを２部取り、原本と一緒に提出して下さい。   ★会員の場合必ず記入 
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「利用明細書」等（写）貼付欄 

 

 

 

 

貼付欄 

（全面のり付け） 

 

銀行で当協会あてに振り込んだ 

「利用明細書」等の写しを貼付 

     して下さい。 

 

 

貼付されていない方は、 

      受験できません。 
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１６.会場案内図（略図） 

 
北海道会場：北海道経済センター（札幌商工会議所） 

 

東北会場：ＴＫＰガーデンシティ仙台 

 
 

仙台駅西口 徒歩 2 分 

地下鉄南北線「広瀬通」 徒歩 5 分 

JR 仙石線「あおば通」 徒歩 5 分 

 

 

 
 

関東会場：ＣＩＶＩ研修センター日本橋 

 
■JR「新日本橋」駅 徒歩２分 

■東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅 徒歩２分 

■JR「神田」駅 徒歩３分 

 

北陸会場：アートホテル新潟駅前 

 
 

 

ＪＲ新潟駅下車（南口直結）新幹線東口より徒歩２分。 



- 13 - 

 

中部会場：東海工業専門学校 金山校 

 
 

名鉄本線「金山駅」、ＪＲ「金山駅」より北へ徒歩４分  

地下鉄名城線「金山駅」下車 市民会館出口よりすぐ 

近畿会場：新梅田研修センター 

 
 

・ＪＲ「大阪駅」下車 桜橋口より徒歩約１２分 

・阪急「梅田駅」下車 茶屋町口より徒歩約１２分 

・地下鉄四つ橋線「西梅田駅」下車 ５番出口徒歩約１２分 

・地下鉄谷町線「東梅田駅」 降車専用出口より徒歩約１２分 

・地下鉄御堂筋線「梅田駅」下車 北改札より徒歩約１０分 

・阪神「梅田駅」下車 西改札口より徒歩約１０分 

・ＪＲ環状線「福島駅」下車 徒歩約７分 

＊ＪＲ大阪駅よりシャトルバスあり 

中国会場：広島ＹＭＣＡ国際文化センター 

 
 
・市内電車（5番以外）「立町」電停下車徒歩 3分 

・アストラムライン「県庁前」駅下車徒歩 5分 

・JR「広島」駅からタクシーで 10分 

・広島バスセンターから徒歩 5分 

・宇品港から JR広島駅行き市内電車（1番）「立町」電停

下車徒歩 3分 

四国会場：ホテル マリンパレスさぬき 

 
 
■JR高松駅より 

バスターミナル２番 朝日町線 

県立武道館前下車 徒歩３分 

■JR高松駅よりタクシーで８分 

広島ＹＭＣＡ国際 

文化センター 
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九州会場：福岡県中小企業振興センター 

 
 
・JR吉塚駅（東口）より徒歩約 1分 

・福岡市営地下鉄 貝塚線 

「馬出九大病院前」より徒歩約 10分 

 

 

 

沖縄会場：沖縄県水産会館 

 

沖縄都市モノレール / 美栄橋駅 徒歩 8 分 

 / 県庁前駅 徒歩 16 分 

 

 

 

 

個人情報の取り扱いについて 
 

１ 一般社団法人 日本補償コンサルタント協会は、受験者のプライバシーを尊重しま

す。 

 

２ 当協会は、受験申し込みの際に、試験業務の遂行上必要な事項として、氏名、生年

月日、住所等の個人情報を収集します。これらの情報は、試験結果の通知、口述試験

の案内、資格者の登録・更新講習会の案内・補償コンサルタントＣＰＤ制度の案内等に

利用し、それ以外の目的では使用しません。 

 

３ 申し込みの際にご提出していただいた申込書の内容を外部に意図的に公開したり、

提供することはありません。 

 

４ 外部からの個人情報の公開、提供の依頼があっても、当協会はその要請を拒否し、

申込者のプライバシー保護を遵守します。ただし、法令により個人情報を開示しなけれ

ばならないときは、開示する場合があります。 

 

５ 申込者の情報及びそれに付随する情報を確実に管理し、データの流出を防止してい

ます。 
 

沖縄県水産会館 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本補償コンサルタント協会 
郵便番号  １０５－０００１ 

東京都港区虎ノ門２－３－２０ 

        虎ノ門 YHKビル 6階 
電 話 ０３（３５９１）７７１１（試験事業部直通） 

ＦＡＸ ０３（３５９１）６６０７  

一般 

社団 

法人 


